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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

● 新型コロナウイルスに関するセミナーも視聴できます ●

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

600タイトル以上のセミナーが無料で受講できます
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新年のご挨拶
　新しい年を迎え、謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、郡山法人会に対しまして格別のお引き

立てを賜り衷心より御礼申し上げますとともに、本年も倍旧のご指導とご

鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

　さて、昨年は一昨年に続く新型コロナ感染症への対策として、多くの方

が２回のワクチン接種を行い、行動も規制されるなど、変異株の流行による

第3波から第５波までの対応で精神面、経済面ともに大きな負担を強いら

れた1年でした。年末にかけて感染は落ち着いてまいりましたが、新種の

変異株である「オミクロン株」による市中感染が報告され、１日当たりの感染者数が増加傾向であることか

ら今後の流行が懸念される状況です。新年も、定着してまいりました三密回避や、新しい生活様式を守

り、ビジネスではリモート会議、テレワーク等の推進することで感染防止を図るとともに、ワクチンのブー

スター接種や経口治療薬の効果に期待したいと思います。

　当会事業として、今年も税制改正等の周知や会員の皆様の経営に役立つ各種セミナーを実施してまい

ります。１月は令和５年10月1日より導入されることになりましたインボイス制度（適格請求書等保存方式）

の登録申請受付が昨年10月1日から開始され、準備に向けて基礎的な知識と実務対応についての情

報提供を目的として、さらに会員各社で高まるDX（デジタルトランスフォーメーション）の機運を踏まえて

改正される「電子帳簿保存法」に対応するセミナーを企画、開催させていただきます。今後につきまして

も機会を捉えて各種セミナーをご案内いたしますのでご参加の検討を宜しくお願い申し上げます。また、

会員の皆様の特典として月刊紙「法人こおりやま」表紙に記載の会員IDとパスワードでご視聴いただける

インターネットセミナー（現在676本：事業承継・労務・人材育成等36のカテゴリーから選定いただき常時

視聴可能です）も是非ご活用頂きたいと存じます。

　郡山法人会は東北で最大の会員数を誇っておりますが、全国的な統計によりますと経営者の事業承継

問題や高齢化により中小企業数が減少しています。当法人会も例外ではありませんが、新設法人や未

加入法人へ入会メリットの訴求を行い、「ウィズコロナ」の状況ではありますが年度末に向かって会員拡

大に取組んでいく所存です。会員の皆様から新規入会者のご推薦、ご紹介等をお願いできれば幸い

です。

　新しい年も、会員企業各位のご繁栄と、皆様のご健勝、ご活躍を心からご祈念申し上げまして年頭の

挨拶とさせていただきます。

会長 赤塚 英夫

法 人 こ お り や ま 第523号      （2）令和4年1月1日



東北税理士会郡山支部
税理士 望月 庸夫

　高齢化社会となり、残された配偶者が自宅に住み続け、生活していくためには居住用不動産と
生活資金が必要となります。一方で、非嫡出子の相続分が嫡出子と同等とする最高裁の判決が
ありました。これにより「残された配偶者」が「前妻や愛人の子供」と相続争いになった場合、配偶
者が自宅を相続出来ない、又は生活資金を相続出来ないような状況が増えることが予想されま
す。また、配偶者と実子とで遺産を分割する際、自宅を相続する代わりに預貯金を相続出来ない
場合も想定できます。これらの問題解決のため、令和2年4月1日に施行されたのが「配偶者居住
権」です。（民法1028①）
「配偶者居住権」とは
　夫または妻が亡くなった場合、その配偶者が、原則亡くなるまで、引き続き無償で自宅に住み続けることができる
権利で建物に係る「配偶者居住権」と土地に係る「配偶者敷地利用権」に分けて取得する考えです。

配偶者居住権の基本事項
　1. 存続期間を設定しなければ、配偶者が生きている間、配偶者居住権は存続し続けます。
　2. 配偶者居住権を取得できるのは、戸籍に記載されている法律上の配偶者のみです。
　3. 不動産の所有権は他の相続人が取得します。
配偶諸居住権の成立要件
1. 相続開始時に、配偶者がその建物に住んでいる必要があります。別居（老人ホーム等）や別荘は配偶者居住権の対
象になりません

2. 被相続人が建物の所有権を有していること。
　 「被相続人の単独所有か、配偶者との共有である事」
配偶者居住権の価格

配偶者居住権の設定
　遺産分割協議書・遺言等に設定されていること。
メリット・デメリット
メリット　　相続争いがあった場合などでも。配偶者は住み続けられる。
デメリット　配偶者居住権は第三者に譲渡することはできません。
　　　　　配偶者居住権を取得した配偶者は固定資産税を負担しな
　　　　　ければならない。

相続税（相法23の2）
　被相続人に係る相続税は不動産価格が所有権と配偶者居住権及び
敷地利用権に分割されただけで、トータルでは変わりありません。また、
配偶者居住権に係る敷地利用権も所有権も小規模宅地等の特例の対
象となります。

配偶者居住権は配偶者だけのメリットではありません！！
　2次相続、つまり相続した配偶者が亡くなった場合の相続時にはその
配偶者居住権は消滅します。ということは、所有権を取得した子は被相
続人の相続で配偶者居住権及び敷地利用権を差し引いた負担付き所有
権の価格ですべての所有権を取得したことになります。

税のミニ通信 配偶者居住権

土地
　配偶者居住権に係る敷地利用権
　　その宅地の価格 － その宅地の価格 × 存続年数に応ずる複利原価率
　※存続年数とは設定年数が終身の場合　平均寿命

建物
　　　　　　　　　　
　居住用建物の価格 ×　　　　　　　　　　　　　　　　× 存続年数に応ずる複利原価率
　　　　　　　　　　　

耐用年数 － 経過年数 － 存続年数
耐用年数 － 経過年数

旧民法
配偶者が居住建物を取得する場合、ほかの財産が受け取れ
なくなってしまうケース　
事例　相続人が妻と子1人　
　　　遺産が自宅（2,000万円）・預金（3,000万円）の場合
　　　妻と子が2分の1分割した場合

改正民法
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得
できるようになる。

遺産

自宅　2,000万円
預金　500万円

住む場所はあるけど、
生活費が不足しそうで
不安。

預金　2,500万円

妻妻被相続人被相続人

子子

2,000万円2,000万円

3,000万円3,000万円

遺産

配偶者居住権
1,000万円
預金
1,500万円

住む場所もあって、
生活費もあるので、
生活が安心。

所有権
1,000万円
預金
1,500万円

妻妻被相続人被相続人

子子

2,000万円2,000万円

3,000万円3,000万円

所有権
（負担付き）
所有権

（負担付き）

配偶者居住権
（1,000万円）
配偶者居住権
（1,000万円）
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確定申告会場への来場を検討されている方へ
税務署ニュース

スマホやパソコンでご自宅から申告ができます
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確定申告会場への来場を検討されている方へ
税務署ニュース

スマホやパソコンでご自宅から申告ができます
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リサ　令和５年１０月1日から消費税の制度が大きく変わるので準備が必要だと聞いたのですが、どのよう
に変わるのですか。

サキ先生　さすがはリサさん、税制に関する情報に常にアンテナを張っていますね。これまでの消費税改
正は主に税率の改正でしたが、今回の改正は「インボイス制度」といって、売手が買手に対して
「インボイス（適格請求書）」を作成及び発行して正確な適用税率や消費税額等を伝え、買手は
それらを保存することを義務化するものです。

リサ　それは、具体的にどのような制度なのですか。
サキ先生　「インボイス制度」とは、売手が「インボイス」という記載事項の定められた請求書、納品及び領

収書等を作成し、買手がそれらを保存しないと消費税の仕入税額控除が認められないというも
のです。その内容をしっかり把握していないと皆さんの事業に大きな影響が出てくるので少し
勉強しましょう。

リサ　そうですね、消費税の仕入税額控除が認められなければ、税金の負担もかなり大きいものになってし
まうので、先生しっかり教えてください。

サキ先生　令和元年１０月１日に軽減税率が導入されたことにより、消費税の申告を行う上で売上や仕入に
対応する消費税率を正確に計上するため、請求書、レシート及び領収書等の金額を消費税率が
１０％の部分と８％の部分に区分して記載する「区分記載請求書」の作成及び保存が必要となっ
たことは記憶に新しいかと思います。今回はそれに代えて、令和５年１０月１日以降は、「適格請求
書発行事業者」に登録した事業者だけが発行できる「インボイス」を作成及び保存することが必
要となりました。

リサ　「区分記載請求書」と今回の「インボイス」では記載内容などがどのように違ってくるのですか。
サキ先生　まず、「区分記載請求書」は発行先の氏名又は名称、取引年月日、金額などの取引内容と取引金

額のうち税率が１０％の取引と８％の取引を明確に区分し記載していれば仕入税額控除の証拠
書類となりました。ところが、「インボイス」には、区分記載された現行の請求書に①登録番号、
②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等の３つの記載事項を追加しなければなりませ
ん。また、売手は買手から求められた時には、「インボイス」を必ず交付し、写しを保存しなければ
ならなくなりました。

リサ　ところで、「インボイス制度」で事前に準備しなければいけないこととは何ですか。
サキ先生　先ほどの請求書等の記載事項の追加に「①登録番号」とありますが、これがないと「インボイス」

の発行ができないので、令和３年１０月１日から令和５年３月３１日までに「適格請求書発行事業
者」の登録申請をして「登録番号」を取得しておく必要があります。登録申請はｅ－Ｔａｘソフトで
もできるので、忘れずに行ってください。ただし、すべての「適格請求書発行事業者」は消費税の
課税事業者となり、基準期間の課税売上が１，０００万円以下になっても免税事業者にならない
のでご注意ください。免税事業者の方は、今後消費税の申告が必要になるので、事前に税務署
や税理士によく相談して「適格請求書発行事業者」に登録するか検討するといいですね。

税理士　小池 正史

いよいよスタート！ インボイス制度・準備編
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

【筆者紹介】小池正史（こいけ・まさし）１９６４年生まれ。東京国税局事務管理課、同法人課税課、統括
国税実査官、酒類指導官勤務などを経て、横浜市中区で税理士登録。多業種にわたる
企業の財務状況を見てきた経験を生かし、中小企業を中心に決算分析から経営の効率
化、税務調査対策等のコンサルティングを行う。
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　12月10日、「決算申告説明会」を南東北総合卸センターで開催した。
　はじめに法人会より配布した、企業の税務コンプライアンスや経理の向
上及び、税務調査で指摘を受ける事項の減少や調査の対象から除かれるこ
とを期待するために作成した「自主点検チェックシート」（国税庁後援）の使
い方について説明し、利用を呼びかけた。
　次に、インボイス制度の概要や実務対応のポイントのほか、消費税等税
制改正の概要及び決算の留意点について、わかりやすく解説した。参加者
は真剣にメモを取り理解を深め、終了後も個別に質問をするなどしていた。
　なお、「自主点検チェックシート」は郡山税務署、郡山法人会事務局で配布しております。また、郡山法人会ホーム
ページからダウンロードも出来ます。詳細は事務局まで。 （TEL：024－933－7777）

決算申告説明会開催決算申告説明会開催

　前期に引き続き、後期租税教室が１２月よりスタートし、青年部会、女性
部会合わせて３校で実施した。今年度の租税教室も残すところあと２校と
なりました。ラストスパートをかけ、頑張ってまいります。

租税教室開催中租税教室開催中

　12月14日、三春支部会員研修会を八文字屋で開催した。三春町の坂本
浩之町長を迎え、町の財政状況や新型コロナウイルス感染症に対する対
応、空き家対策などについてご講演いただいた。参加者からの要望や質問
にも答えていただき、有意義な研修会となった。

三春支部会員研修会開催三春支部会員研修会開催

決算申告説明会

大成小学校

三春支部会員研修会

新型コロナウイルス中小企業に関連する施策等リンク集 >>>
【リンク先URL】http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/links/covid19-links.html
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発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会

　「経営塾」は、企業経営者としての基礎知識、話す力、考え
る力など、実践経営力を身に付け、企業の発展、塾生間の相
互啓発及び交流を通じ、経営者としての人づくり、異業種の
仲間づくりのための経営研修の場である。
　今回の例会テーマは「フードキャンプ」。農業を法人化し、
「ジャンボなめこ」を生産する鈴木農園及びまどか菜園代表
の鈴木清美氏が運営する施設を巡る企業視察を開催した。
　最初に訪れたまどか菜園は、休耕地を借り上げ、またの
その借り上げた畑の地主を雇用し、郡山ブランド野菜「御前
人参」の他、高品質の野菜を生産しているとのこと。当日は
収穫体験ができ、なんと取り放題。準備した袋一杯人参を
詰め込んだ。
　続いて鈴木農園を訪問し、なめこ栽培を見学。湿度が
高く薄暗い栽培室にはたくさんのポットが並んでおり、菌を
入れてからの生育過程を見ることができました。「ジャンボ
なめこ」の大きさには皆さん驚いており、一般的なめこの
3～4倍ほど大きくしっかりとしていた。
　当初は菌床栽培でのヒラタケ作りを主としていたが、
市場でのぶなしめじの登場によりなめこ栽培に転換。独自
技術で栽培したなめこの他、試行錯誤を繰り返し「ジャンボ
なめこ」を商品化して関東方面にも出荷し、全国で10本の
指に入る生産量を誇る企業に成長した。また、なめこ栽培
後に出るおがくずを堆肥化し、前述した質の高いブランド
野菜栽培に利用し、循環型農業に繋げている。
　最後にお待ちかねのランチタイム。市内のレストラン
「BestTable」のシェフが出張で腕を振るい、生産者を
囲み、農菜園で生産した御前人参やあこや姫（蕪）など旬の
野菜とジャンボなめこを使ったコース料理を堪能した。
　視察を通じ、郡山の魅力を再発見し、企業経営のヒントを
得たことや、食を支える生産者の方々に改めて感謝し、
大盛況のうちに研修を終えた。

第２回 例会「フードキャンプ」開催第２回 例会「フードキャンプ」開催経営塾

 No. 事 業 所 名  住　所 業 種

 1 ㈱日之本企画 逢瀬町 建設業

 2 ㈱シルクス 日和田町 卸売業

 3 ㈲やわらぎ乃湯 三春町 宿泊業

 4 ㈲本田造園 大槻町 造園（土木）業

 5 Ḿs　COMPANY 田村町 清掃業

 6 はしもとクリーン 富久山町 清掃業

 No. 事 業 所 名  住　所 業 種

 7 ㈱トリニティ 横塚 飲食業

 8 スペースガードジャパン 神明町 セキュリティ工事

 9 ㈲和望商事 大槻町 建設業

 10 ㈱上石自動車 田村町 自動車修理整備

 11 リヨン（同） 富久山町 不動産建築

 12 ㈲大成デバイス 熱海町 産業用ロボット販売・修理

令和３年 10月～12月新入会員のご紹介 ご入会いただきました会員の皆さまをご紹介いたします。

にんじん収穫体験

袋一杯のにんじん

栽培室見学

まもなく出荷されるなめこ

生育過程

御前人参ジュースで乾杯

生産者を囲んでのランチ


